


石岡市都市公園条例の一部を改正する条例 新旧対照表

改正前 改正後 備考

別表第３（第15条関係）

第３条第１項各号に掲げる行為をする場合

別表第３（第15条関係）

第３条第１項各号に掲げる行為をする場合

別表第３全

改正のため

下線省略行為の内容 単位 金額（円）

第３条第１項第１号に掲げる行為

（物品の販売募金等）

１日 100

第３条第１項第２号に掲げる行為

（業として写真又は映画の撮影）

１日 100

第３条第１項第３号に掲げる行為

（興業）

１㎡（日） ３

第３条第１項第４号に掲げる行為

（競技会，展示会，博覧会等）

１㎡（日） ２

行為の内容 単位 金額（円）

第３条第１項第１号に掲げる行為

（物品の販売募金等）

１㎡（日） 25

第３条第１項第２号に掲げる行為

（業として写真の撮影）

１日（写真

機１台につ

き）

690

第３条第１項第２号に掲げる行為

（業として映画の撮影）

１日 13,810

第３条第１項第３号に掲げる行為

（興業）

１㎡（日） 25

第３条第１項第４号に掲げる行為

（競技会，展示会，博覧会等）

１㎡（日） 25




